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経営所得安定対策
【３９５,２８１（４６６,８４９）百万円】

対策のポイント

経営所得安定対策(旧：戸別所得補償)については、産業政策の観点から見直しを

行い、米の直接支払交付金や米価変動補填交付金について、工程を明らかにした上

で廃止する一方、畑作物の直接支払交付金（ゲタ）及び米・畑作物の収入減少影響

緩和対策（ナラシ）を引き続き実施します。

＜背景/課題＞

・これまでに、我が国における担い手の農地利用は全農地の５割となっていますが、農業従事

者の高齢化、耕作放棄地の拡大が進む中で、構造改革をさらに加速化させていくことが必要

です。

・経営所得安定対策（旧：戸別所得補償制度）については、産業政策の観点から見直しを実施

し、構造改革にそぐわないなど政策的な課題のあった米の直接支払交付金や米価変動補填交

付金について、工程を明らかにした上で廃止することとしました。

・また、畑作物の直接支払交付金（ゲタ）及び米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ）

については、引き続き実施します。

政策目標

○ 米・麦・大豆等の土地利用型農業の経営体の経営の安定

＜主な内容＞

１．畑作物の直接支払交付金（ゲタ） [所要額]２０９，２６８（２１２,３１９）百万円

諸外国との生産条件の格差による不利がある畑作物（麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれ

いしょ、そば、なたね）を生産する農業者に対して、経営安定のための交付金を直接交付しま

す。支払いは数量払を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額を面積払で交付しま

す。

(１) 交付対象者

販売目的で対象作物を生産（耕作）する「販売農家」、「集落営農」

※ 27年産からは、認定農業者、集落営農、認定就農者を対象とします（いずれも規模

要件は課しません）。

(２) 対象作物

麦（小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦）、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、

なたね

(３) 交付単価

① 数量払

全算入生産費をベースに算定した標準的な生産費と標準的な販売価格との差額分を単位重

量当たりの単価で直接交付します。

また、麦・大豆等の畑作物については、地域間、農業者間の品質の格差が大きいため、

数量払の交付単価において、品質に応じて単価の増減を行います。

[平成26年度予算の概要]
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[平成26年度予算の概要]

＜小麦の品質区分と交付単価＞ （円／60kg）

品質区分 １等 ２等

（等級/ランク） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

小麦 6,410 5,910 5,760 5,700 5,250 4,750 4,600 4,540

※ パン・中華麺用品種については、上記の単価に2,550円/60kgを加算。

＜大麦・はだか麦の品質区分と交付単価＞ （円／単位数量）

品質区分 １等 ２等

（等級/ランク） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

二条大麦（50㎏） 5,190 4,770 4,650 4,600 4,330 3,910 3,780 3,730

六条大麦（50㎏） 5,860 5,440 5,310 5,260 4,830 4,410 4,290 4,240

はだか麦（60㎏） 7,650 7,150 7,000 6,910 6,080 5,580 5,430 5,350

＜大豆の品質区分と交付単価＞ （円／60kg）

品質区分（等級） １等 ２等 ３等

普通大豆 12,520円 11,830円 11,150円

特定加工用大豆 10,470円

特定加工用：豆腐・油揚、しょうゆ、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に

使用する大豆

＜てん菜の品質区分と交付単価＞ （円／ｔ）

品質区分（糖度） (▲0.1度ごと) 16.3度 (＋0.1度ごと)

てん菜 ▲62円 7,260円 ＋62円

＜でん粉原料用ばれいしょの品質区分と交付単価＞ （円／ｔ）

品質区分（でん粉含有率） (▲0.1％ごと) 19.5% (＋0.1％ごと)

でん粉原料用ばれいしょ ▲64円 12,840円 ＋64円

＜そばの品質区分と交付単価＞ （円／45kg）

品質区分（等級） １等 ２等 ３等 規格外

そば 14,700円 13,990円 13,190円 9,980円

※ 27年産からは、規格外について支援の対象から除外します。

＜なたねの品質区分と交付単価＞ （円／60kg）

キザキノナタネ
品質区分（品種） ナナシキブ その他の品種

キラリボシ

なたね 9,850円 9,110円

＜参考：平均交付単価＞

小麦 6,320円／60㎏ てん菜 7,260円／ｔ

二条大麦 5,130円／50㎏ でん粉原料用ばれいしょ 12,840円／ｔ

六条大麦 5,490円／50㎏ そば 13,030円／45㎏

はだか麦 7,380円／60㎏ なたね 9,640円／60㎏

大豆 11,660円／60㎏
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② 面積払（営農継続支払）

農地を農地として保全し、営農を継続するために必要な最低限の経費が賄える水準を

「営農継続支払」として、10a当たりの単価で直接交付します。

交付単価 ： 20,000円 ／ 10a （そばについては、13,000円 ／ 10a）

※ 面積払は、前年産の生産面積に基づいて支払います。前年産の生産面積のない者は数量

払による支払いとなります。

○ 数量払と面積払（営農継続支払）の関係

※ 交付金の支払いは、面積払を先に支払い、その後、対象作物の販売数量が明らか

になった段階で数量払の額を確定し、先に支払われた面積払の金額を差し引いた額

を追加で支払う仕組みです。

２．米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ）

【所要額】７５，１３６（７２，４４３）百万円

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの25年産収入額の合計が、過去の平均収入

である標準的収入額を下回った場合に、その差額の９割を、対策加入者と国が１対３の割合で

補塡の原資を負担し、補塡します。

(１) 交付対象者

認定農業者又は一定の要件を満たす集落営農のうち、一定の規模以上の者が対象です。

規模要件については、

・認定農業者 ４ha（北海道は10ha）以上

・集落営農 20ha以上

が原則ですが、市町村特認により規模要件を満たせなくても本対策に加入することができ

ます。

※１ 26年産に限り、米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ）非加入者に対する影

響緩和対策として、26年産の米の直接支払交付金の加入者のうち、ナラシ対策に加入

していない者に対して、26年産のナラシ対策で米の補填が行われる場合には、国費分

相当の５割を交付します（農業者の拠出は求めません）。

※２ 27年産からは、認定農業者、集落営農、認定就農者を対象とします（いずれも規模

要件は課しません）。

(２) 交付単価

当年産の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の９割を、国からの

交付金と農業者の積み立てた積立金で補填します。国からの交付金は、農業者が積み立てた

積立金の３倍が上限です。

面積払（営農継続支払）

平均単収

数量払

交付額

収量
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※ 米については、米価変動補塡交付金(25年産)との重複を避けるための調整措置を行います。

３．経過措置

（１）米の直接支払交付金 ８０，６２５（１６１，２５０）百万円

（激変緩和のための経過措置として、26年産から29年産までの時限措置として実施します。）

米の生産数量目標に従って生産を行う農業者に対して交付金を直接交付します。

① 交付対象者

米の生産数量目標に従って、販売目的で生産（耕作）する「販売農家」、「集落営農」

② 交付単価

10a当たりの単価(全国一律)で直接交付します。交付対象面積は、主食用米の作付面

積から一律10a控除して算定します。

交付単価 ： 7,500円 ／ 10a

（２）米価変動補塡交付金（25年産） ２０，０００（８，４００）百万円

（26年産から廃止します。）

25年度に米の直接支払交付金の交付を受けた「販売農家」、「集落営農」に対して、｢25年産

の販売価格｣が｢標準的な販売価格｣を下回った場合に、その差額分を10a当たりの単価で直接

交付します。

（25年産の販売価格は、出回りから26年３月までの全国平均の相対取引価格を使用します。）

４．直接支払推進事業等 １０，２５１（１２，４３７）百万円

システム運営など直接支払の運営に必要な経費を措置するとともに、対策の推進、作付面積

の確認等を行う都道府県、市町村等に対し必要な経費を助成します（10,251百万円の中には、

再生利用交付金1,000百万円（26年度限り）及び予備費100百万円を含んでいます。）。

[お問い合わせ先：経営局経営政策課 （０３－３５０２－５６０１（直））]

都道府県等地域単位で算定

標準的収入

当年産収入
過去の５年
のうち、最高
・最低を除く
３年の平均
収入

米の差額

麦の差額

大豆の差額

品目ごとの
収入差額を
合算

補填金

収入減
の９割

農業者【１】

国費【３】

収入減少が発生

・・・

農業者１：国３

の割合で補填
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人・農地問題解決加速化支援事業

【１，１８８（１，１０９）百万円】

対策のポイント

人・農地プランについての継続的な話合いと見直しを進め、担い手への農

地の集積・集約化が円滑に進むようにします。

＜背景／課題＞

・高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などで、地域農業の5年後、10年後の展望が

描けない集落・地域が多数存在している中で、「人・農地プラン」についての継続的

な話合いと見直しにより、担い手への農地集積・集約化や新規就農・経営継承、農業

法人・集落営農の育成を促し、農業の体質強化を図ることが重要です。

政策目標

○ 担い手が利用する面積が今後10年間で全農地面積の８割となるよう農地

集積を推進

○ 青年新規就農者を毎年２万人定着させ、10年後に40代以下の農業従事者

を約40万人に拡大

＜主な内容＞

１．人・農地プランの見直し支援等 ２６１百万円

市町村等が、担い手への農地の集積・集約化、地域農業のあり方等を記載した人

・農地プランの継続的な話合いと見直しを行うための活動等に対して支援します。

※ 人・農地プランの検討会のメンバーの概ね３割以上は女性とします。

２．地域連携推進員の活動支援 ４８７百万円

人・農地プランの見直しや、集落営農の組織化・法人化、新規就農者の定着のた

めの経営・技術指導等を効率的・効果的に進められるよう、普及員のＯＢ、リタイ

ヤした高齢農業者等のノウハウを活用した地域連携推進員の活動を支援します。

３．農業経営の法人化等の支援 ４４０百万円

集落営農の組織化・法人化及び複数個別経営の法人化等の取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：都道府県、市町村等

［お問い合わせ先：経営局経営政策課 （０３－６７４４－２１４３）］

［平成26年度予算の概要］
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１ 農地中間管理機構（農地集積バンク）による

農地の集積・集約化［新規］
【３０，４５０（ー）百万円】

（25年度補正予算との合計 ７０，４７５百万円）

対策のポイント
農地の中間受け皿となる農地中間管理機構の整備と当該機構による担い手

への農地集積と集約化の加速化を支援します。

＜背景／課題＞

・現在の我が国の農業構造を見ると、担い手への農地流動化は毎年着実に進展し、担い

手の利用面積は農地全体の約５割となっているところですが、農業の生産性を高め、

競争力を強化していくためには、担い手への農地集積と集約化を更に加速し、生産コ

ストを削減していく必要があります。

・このため、先の臨時国会において成立した「農地中間管理事業の推進に関する法律」

に基づく農地中間管理機構を整備し、担い手への農地集積に取り組む必要があります。

政策目標
担い手が利用する面積が今後10年間で全農地面積の８割となるよう農地集

積を推進

＜主な内容＞

１．農地中間管理機構事業 １７，６６０百万円

（25年度補正予算との合計 ３１，３８１百万円）

農地中間管理機構を設立し、農地の集積・集約化に取り組むために必要となる事業

費（農地賃料、保全管理費等）及び事業推進費を支援します。

２．機構集積協力金交付事業 １０，００９百万円

（25年度補正予算との合計 ２５，３１３百万円）

農地中間管理機構に対し、①まとまった農地を貸し付けた地域、②農地を貸付け、

担い手への農地集積・集約化に協力する農地の出し手に対し、協力金を交付します。

３．農地情報公開システム整備事業（25年度補正予算 １１，０００百万円）

農業委員会が作成する農地台帳の電算化を支援するとともに、一元的な電子マップ

システムの整備・活用を支援します。

４．機構集積支援事業 ２，７８２百万円

遊休農地の所有者の利用意向調査等を支援します。

補助率：定額（１の農地中間管理機構の事業費については定率補助と農地集積奨励金

の２本立てで、実質的な国庫負担は機構の貸付率（機構の貸付面積/借受面積）

によって変動し、95％～70％）等

事業実施主体：都道府県（基金造成）、民間団体、農業委員会等

［平成26年度予算の概要］
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（関連対策）

（農業農村整備事業で実施）

① 農地の大区画化等の推進 １０６，４２５百万円

（25年度補正予算との合計 １５１，４２５百万円）

農地中間管理機構による農地の借受け・貸付けとの連携等により、農地の大区画

化・汎用化等を推進します。

② 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 ［所要額］１，９４０百万円

（25年度補正予算との合計 ２，１４０百万円）

荒廃した耕作放棄地を再生利用するための雑草・雑木除去や土づくり等の取組を

支援します。

お問い合わせ先：

１,２の事業 経営局農地政策課（０３－６７４４－２１５１）

３,４の事業 経営局農地政策課（０３－６７４４－２１５３）

関連対策①の事業 農村振興局農地資源課（０３－６７４４－２２０８）

②の事業 農村振興局農村計画課（０３－６７４４－２４４２）

［平成26年度予算の概要］
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割

 
合
に
応
じ
、
地
域
に
交
付
金
を
交
付

 

(2
) 
個
々
の
出
し
手
に
対
す
る
支
援

 
 ①

経
営
転
換
・
リ
タ
イ
ア
す
る
場
合
の
支
援

（
経
営
転
換
協
力
金
）

 
 

 (
65
億
円

) 
②
農
地
の
集
積
・
集
約
化
に
協
力
す
る
場
合

の
支
援
（
耕
作
者
集
積
協
力
金
）

 (
45
億
円

) 

農
地
集
積
・
集
約
化
の

 
 基
礎
業
務
へ
の
支
援

 
 

 
 
《
全
額
国
庫
補
助
》

 

 (
1)

 農
地
台
帳
電
子
地
図
シ
ス
テ
ム

 
の
整
備
・
公
表

  （
11

0億
円
）

 

 (
2)

 耕
作
放
棄
地
所
有
者
へ
の
意
思

 
 

 
確
認
等

 
 

 
 
（

28
億
円
）

 

【
予
算
額
：
３
０
５
億
円
】

 
 

（
25
年
度
補
正
と
の
合
計
７
０
５
億
円
）

 

・
定
率
補
助
と
農
地
集
積
奨
励
金
の

2本
立
て

 
・
農
地
集
積
奨
励
金
は
、
機
構
に
お
け
る
農
地
の

 
滞
留
を
防
止
し
、
担
い
手
へ
の
集
積
・
集
約
化

 
を
推
進
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
る
よ
う
、

 
貸
付
率
（
機
構
の
貸
付
面
積
／
機
構
の
借
受
面

 
積
）
に
応
じ
て
段
階
的
に
増
加
す
る
ス
キ
ー
ム

 
・
実
質
的
な
国
庫
負
担
は
、
最
大
で

90
%

 
（
当
初

3年
間
は

95
％
）

 

※
 
予
算
額
は

25
年
度
補
正
と

26
年
度
当
初
の
合
計
額
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農業法人投資育成事業

【２５年度補正予算 ２，０００百万円】

対策のポイント

農業法人に対する出資等による支援措置を拡充し、規模拡大等に意欲的に

取り組む農業者を金融面から強力に支援します。

＜背景／課題＞

・日本再興戦略（平成25年６月14日閣議決定）において、今後10年間で農業法人の経営

体数を2010年（約12,500法人）比で約４倍の５万法人にするとされているところです。

この実現のためには、農業法人が規模の拡大や経営の多角化など、成長に向けた様々

な取組を行う上で必要な資金を円滑に調達できるようにしていくことが必要です。

・このためには、先の臨時国会において改正された「農業法人に対する投資の円滑化に

関する特別措置法」（投資円滑化法）に基づき、農業法人に対する出資等の拡充を図

り、その財務基盤の強化を図る必要があります。

政策目標

意欲ある多様な農業者による農業経営の特性に応じた資金調達の円滑化

＜主な内容＞

農業法人に対する出資等による支援

意欲ある農業法人の財務基盤の強化や経営展開を支援するため、投資円滑化法に基

づき農業法人に対する投資育成事業を行う株式会社又は投資事業有限責任組合の出資

原資を株式会社日本政策金融公庫から出資します。

[お問い合わせ先：経営局金融調整課 （０３－６７４４－２１６７）]

［平成25年度補正予算の概要］
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